
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 港湾管理者の料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔１〕入 港 料                
 

 

 入港料は，函館港（法第33条第２項において準用する第９条第１項により公告された

函館港港湾区域をいう。）に入港する船舶から徴収する。 

 

１．入港料の料率は，入港１回につき総トン数１トンまでごとに次のとおりとする。 

  (1) 外航船舶（本邦の港と本邦以外の地域の港を往来する船舶をいう。以下同じ。） 

   ２円16銭 

  (2) 外航船舶以外の船舶 １円18銭 

 

２．次の各号の一に該当する場合は，当該各号の定めるところにより入港回数を算定 

 する。 

  (1) 同一船舶が１日に２回以上入港する場合は，１日につき入港１回とみなす。 

  (2) 同一船舶が１月に11回（１日に２回以上入港する場合の入港回数は，１回とみ 

  なす。）以上入港する場合は，１月につき入港10回とみなす。 

 

（入港料を徴収しない船舶）  

   

  (1) 港湾法第44条の２第１項ただし書に規定する船舶のほか，総トン数700トン未満

   の船舶からは，入港料を徴収しない。 

 

（入港料を減免する船舶） 

 

  (1) 離島航路整備法(昭和27年法律第226号)により航路補助金の交付を受けて就航し

ている船舶 

  (2) 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する船舶 

  (3) 暴風雨その他の災害により港外待避をして，再入港する船舶 

  (4) 傷病人の手当等のため緊急入港する船舶 

  (5) 検疫のみの目的で入港する船舶 

  (6) 前各号のほか，市長が特に必要と認める船舶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapter１:Charges by Harbor managers 

 

〔１〕Entrance Charges                

 

Entrance charges shall be collected from all vessels entering the port of   

Hakodate (the) area defined under the provision of Article ９－１ of the law  

applied in Article 33－２ of the law). 

 

1. The entrance charges per gross ton per entrance are as follows : 

  

(1) Ocean going vessels(those vessels traveling between Japanese ports and    

    ports in other regions) : ￥2.16 

(2) Vessels other than ocean－going vessels : ￥1.18 

 

2. In any of the following cases, the number of entries shall be calculated   

   according to the provision of said item. 

(1) When the same vessel enters the port two or more times in one day,it shall

    be regarded as having enterd one time. 

(2) When the same vessel enters the port eleven or more times in one month    

    (When it enters the port two or more times in one day,it shall be regarded

     as having enterd one time),it is regarded as having enterd ten times. 

 

(Vessls from which no chages is collected) 

 

(1) No entry charge shall be collected from vessels provided for in the       

    proviso of Article 44-２-１ of the Harbor Law, including vessels of less  

     than, 700 gross tons, 

 

(Vessls whose entry chage is reduced or exempted) 

  

(1) Vessels in service which have been granted a sea route subsidy under the  

     Remote Island Line Improvement Law (law No.226,1952) 

(2) Vessels entering the port due to shipwrecks and other diffculties which   

     occur while vessels are at sea. 

(3) Vessels re-entering the port due to rainstorms or other disasters after   

     watching and waiting outside the port. 

(4) Vessels entering due to emergencies such as sick or wounded people. 

(5) Vessels entering the port solely for quarantine treatment. 

(6) Vessels which the Mayor designates for special entry other than    the    

     vessels stated above.  

 



 〔２〕 港 湾 施 設 使 用 料 

    

１ 岸壁・けい船くい使用料  

 
 

区     分 
 

 

  
金     額 

 
 

外 航 船 舶 
以 外 の 船 舶 

 
外 航 船 舶 

 

 

   

  (1) プレジャーボート以外の船舶１隻につき 

      ア けい留時間が12時間まで 

      (ｱ) 総トン数50トン未満の船舶 

        (ｲ) 総トン数50トン以上100トン未満の船舶 

        (ｳ) 総トン数100トン以上の船舶 

      総トン数１トンまでごとに 

      イ けい留時間が12時間を超え24時間まで 

        (ｱ) 総トン数50トン未満の船舶 

        (ｲ) 総トン数50トン以上100トン未満の船舶 

        (ｳ) 総トン数100トン以上の船舶 

      総トン数１トンまでごとに 

      ウ けい留時間が24時間を超えるとき 

     超える時間12時間までごとの分 

        (ｱ) 総トン数50トン未満の船舶 

        (ｲ) 総トン数50トン以上100トン未満の船舶 

        (ｳ) 総トン数100トン以上の船舶 

      総トン数１トンまでごとに 

 

  (2) プレジャーボート 

        艇の長さ１フィートまでごとに１隻につき 

      ア けい留が１月未満 １日につき 

     イ けい留が１月以上１年未満 １月につき 

      ウ けい留が１年以上 １年につき 

 

 

 

 

 

 

  231円 

  462円 

      

9円24銭 

 

   308円 

   616円 

    

12円32銭 

 

 

   154円 

   308円 

      

6円16銭 

 

 

   

 8円80銭 

      275円 

    3,300円 

 

 

 

 

 

  

       210円 

       420円 

   

8円40銭 

 

      280円 

     560円 

     

11円20銭 

 

 

      140円 

      280円 

      

5円60銭 

 

 

 

         8円 

       250円 

     3,000円 

 

 

                                                                        

 

 

 



〔２〕Charges for Utilizing Harbor Facilities 
 

  1   Berthage and moorage charges  
 
 

Item 
 

 

 
Charge 

 
Vessels other than 
ocean-going vessels 

 
   ocean-going   
     vessels  

 

(1) Per vessel except for pleasure boats 

  A. Moored up to 12 hours  

   (a) Vessels less than 50 gross tons 

   (b) Vessels from 50 to 100 gross tons 

   (c) Vessels of 100 gross tons or more(per  

          gross ton)  

 

  B. Moored from 12 to 24 hours 
   (a) Vessels less than 50 gross tons 

   (b) Vessels from 50 to 100 gross tons     

   (c) Vessels of 100 gross tons or more(per  

       gross ton)                            

  C. Moored more than 24 hours,for each  

     additional 12 hours 

   (a) Vessels less than 50 gross tons  

   (b) Vessels from 50 to 100 gross tons    

   (c) Vessels of 100 gross tons or more(per   

       gross ton)                           

(2) Pleasure boats 

    Per pleasure boat for each foot of boat 
    length 

   (a) Daily moorage for vessels moored less 

       than one month 

   (b) Monthly moorage for vessels moored 

       from one month to one year 

   (c) Annual moorage for vessels moored for 

       one year or more                     

  

 

 

 

 

¥231 

¥462 

¥9.24 

 

 

 
¥308 

¥616 

¥12.32 

 

 

 

¥154 

¥308 

¥6.16 

 

 

 
 

¥8.80 

 

¥275 

 

¥3,300 

 

 

 

 

 

¥210 

¥420 

¥8.40 

 

 

 
¥280 

¥560 

¥11.20 

 

 

 

¥140 

¥280 

¥5.60 

 

 

 
 

¥8 

 

¥250 

 

¥3,000 

 

 

                                                                       

                                                                        

                                                                        



２ 物揚場使用料        

 
 
 

区     分 
 
 

 
金     額 

 
 

外 航 船 舶 
以 外 の 船 舶 

 
外 航 船 舶 

 

 

  (1) プレジャーボート以外の船舶１隻につき 

     ア 常時使用 

       けい留１月までごとに 

    (ｱ) 総トン数30トン未満の船舶   

    (ｲ) 総トン数30トン以上50トン未満の船舶 

    (ｳ) 総トン数50トン以上の船舶 

      イ 臨時使用 

        けい留１日までごとに 

    (ｱ) 総トン数30トン未満の船舶   

    (ｲ) 総トン数30トン以上50トン未満の船舶 

    (ｳ) 総トン数50トン以上の船舶 

  (2) プレジャーボート 

    艇の長さ１フィートまでごとに１隻につき    

      ア けい留が１月未満 １日につき 

      イ けい留が１月以上１年未満 １月につき  

     ウ けい留が１年以上 １年につき 

 

 

 

 

 

 

 2,772円 

 5,544円 

     9,240円 

 

 

   143円 

       275円 

   462円 

 

 

     8円80銭 

       275円 

     3,300円 

 

 

 

 

 

 

     2,520円 

     5,040円 

     8,400円 

 

 

       130円 

       250円 

       420円 

 

 

        8円 

     250円 

     3,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2   Charges for utilizing landing platform 
 
 

Item 
 

 

 
Charge 

 
Vessels other than 
ocean-going vessels 

 
   ocean-going   
     vessels  

 

(1) Per vessel except for pleasure boats 

  A. Regular use 
     Monthly moorage rates 

  (a) Vessels less than 30 gross tons 

  (b) Vessels from 30 to 50 gross tons       

  (c) Vessels of 50 gross tons or more 

  B. Temporary use  

     Daily moorage rates 

  (a) Vessels less than 30 gross tons         

  (b) Vessels from 30 to 50 gross tons 

  (c) Vessels of 50 gross tons or more 

 

(2) Pleasure boats 

    Per pleasure boat for each foot of boat 
    length 

  (a) Daily moorage for vessels moored less 

      than one month 

  (b) Monthly moorage for vessels moored  

      from one month to one year 

  (c) Annual moorage for vessels moored 

      for one year or more  

 

 

 

 
 

¥2,772 

¥5,544 

¥9,240 

 

 

¥143 

¥275 

¥462 

 

 

 
 

¥8.80 

 

¥275 

 

¥3,300 

 

 

 

 

 
 

¥2,520 

¥5,040 

¥8,400 

 

 

¥130 

¥250 

¥420 

 

 

 
 

¥8 

 

¥250 

 

¥3,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 上屋使用料 

 

区     分 

 

金  額 

 

 (1) 指定保税上屋以外の上屋 

  ア 一般使用 

   (ｱ) 15日までの分 １平方メートルまでごとに１日につき 

   (ｲ) 16日以後の分 １平方メートルまでごとに１日につき 

  イ 専用使用 １平方メートルまでごとに１月につき 

 (2) 指定保税上屋 

    ア 一般使用（見本展示および貨物の加工をする場合を除く。） 

   (ｱ) ５日までの分 

   (ｲ) ６日から15日までの分 １平方メートルまでごとに 

      １日につき 

   (ｳ) 16日以後の分 １平方メートルまでごとに１日につき 

    イ 専用使用 １平方メートルまでごとに１月につき 

 

 

  

  

   11円 

   13円20銭 

      385円 

  

  

   無   料 

   

 11円 

13円20銭 

      385円 

 

 

４ 港湾施設用地使用料 

 
 

区     分 
 

 

 
金     額 

 
特 定 使 用 
以 外 の 使 用 

 
特 定 使 用 

 

 

 (1) 通常使用 

  ア 荷さばき地 

      (ｱ) 15日までの分 

          １平方メートルまでごとに１日につき 

        ａ 舗装地 

        ｂ 未舗装地 

      (ｲ) 16日以後の分 

          １平方メートルまでごとに１日につき 

        ａ 舗装地 

        ｂ 未舗装地 

  イ その他用地（道路を除く。） 

       １平方メートルまでごとに１月につき 

     (ｱ) 舗装地 

      (ｲ) 未舗装地 

 

 

 

 

 

 

   2円 9銭 

   1円76銭 

 

 

   3円74銭 

   3円41銭 

       

 

      62円70銭

   49円50銭 

 

 

 

 

 

 

     1円90銭 

     1円60銭 

 

  

     3円40銭 

     3円10銭 

 

 

        57円 

        45円 

 



 

 

  ウ 道路 

 

 

 

函館市道路占用料徴収条例 

(昭和45年函館市条例第26号) 

別表に掲げる額 

 

 

  

(2) 目的外使用               

  ア 荷さばき地             

   (ｱ) 15日までの分           

          １平方メートルまでごとに１日につき 

       ａ 舗装地                     

        ｂ 未舗装地                   

   (ｲ) 16日以後の分           

         １平方メートルまでごとに１日につき 

       ａ 舗装地                     

        ｂ 未舗装地                   

  イ その他用地（道路を除く。） 

   (ｱ) 駐車使用以外の使用 

         １平方メートルまでごとに１月につき 

        a  舗装地                     

        b  未舗装地                   

      (ｲ) 駐車使用  自動車１台１月につき  

 

 

特 定 使 用 

以 外 の 使 用 

 

特 定 使 用 

 

 

 

 

 3円13銭 

     2円64銭 

 

 

     5円61銭 

     5円11銭 

 

 

               

       94円 5銭

    74円25銭 

    3,000円 

 

 

 

 

      2円85銭  

     2円40銭  

         

         

     5円10銭  

     4円65銭  

         

          

               

      85円50銭 

    67円50銭  

 



５ 船舶給水施設使用料 

 
 

区     分 
 
                

 
金     額 

 
特 定 給 水
以 外 の 給 水 

 
特 定 給 水 

 

岸壁給水 

 (1) 基本料金                             

  ア ５立方メートルまで                

  イ ５立方メートルを超える分1立方メートル

までごとに                     

   

 

 

  1,980円 

  

396円 

 

 

 

  1,800円 

     

360円 

 

 

 (2) 割増料金 

  ア 勤務時間外の給水および冬期間(12月１日

から翌年３月31日まで。以下同じ。)におけ

る勤務時間内の給水 

   イ 冬期間における勤務時間外の給水 

 

 

 

 

 

給水の種別に応じ，それぞれの基本

料金の額の15割に相当する額  

 

給水の種別に応じ，それぞれの基本

料金の額の20割に相当する額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ５  Charges for utilizing water supply facilities          
 

 

Item 
 

 

 

Charge 

 

Water supply other than 

designated water supply 

 

 Designated water 

 supply 

 

(1) Basic charges 

  (A) Quay water supply  

    (a)  Up to 5m3 

    (b)  Each additional m3 

  

 

 

               

¥1,980 

¥396   

              

   

 

 

 

¥1,800 

¥360   

                    

  

 

(2) Extra chages 

  (A) Overtime water supply and 

    water supply during winter (from 

    Dec.1 to Mar.31 in the following 
    year;the same applies hereafter) 

    in work hours 

  (B) Overtime water supply during 

    winter 

 

 

 

 

 The amount equivalent to 50% of the basic 

 charges is added for each method of water 

 supply. 
 

 

 The amount equivalent to 100% of the basic  

 charges is added for each method of water  

 supply. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 可動橋施設使用料 



 

区     分 

 

金     額 

 

 総トン数１トンまでごとに使用１回につき 

 

 

         1円94銭 

 

 

７ 移動式荷役機械使用料 

 

区     分 

 

金     額 

 

 (1)  ジブクレーン１台につき 

   ア 使用時間が１時間まで 

  イ 使用時間が１時間を超えた後30分までごとに 

  (2)  リーチスタッカ１台につき 

    ア 使用時間が１時間まで 

  イ 使用時間が１時間を超えた後30分までごとに 

 

 

 

        41,905円 

        20,952円 

 

         5,238円 

         2,619円 

 

 

８ 冷凍コンテナ用電気供給施設使用料 

 

区     分 

 

金     額 

 

 コンセント１口につき１時間までごとに 

 

 

          136円 

 

 

９ 公共空地占用料 

 

区     分 

 

金     額 

 

 (1) (2)に掲げるもの以外のものの占用 

     ア １月未満の占用  １平方メートルまでごとに 

     イ  １月以上の占用  １平方メートルまでごとに１年につき 

  (2)  プレジャーボートの保管に係るものの占用 

     ア  １月未満の占用  １平方メートルまでごとに 

     イ  １月以上の占用  １平方メートルまでごとに１年につき 

 

 

 

         2円20銭 

            24円 

 

         6円60銭 

            72円 

 



 

10 水域占用料 

 

区     分 

 

金     額 

 

 (1) 船舶およびはしけのけい留ならびに建物および附属    

  工作物，桟橋，橋りょう，船台，けい船くいその他こ 

  れらに類するものの設置による占用                      

  ア  １月未満の占用 １平方メートルまでごとに 

   イ  １月以上の占用 １平方メートルまでごとに１年につき 

(2) 水底管の設置による占用 

  ア  １月未満の占用 １平方メートルまでごとに 

  イ  １月以上の占用 １平方メートルまでごとに１年につき 

(3) プレジャーボートのけい留に係るものの設置による占用 

  ア  １月未満の占用 １平方メートルまでごとに            

   イ  １月以上の占用 １平方メートルまでごとに１年につき  

 

 

 

 

 

 

         3円 2銭 

            33円 

           

       1円46銭 

            16円 

 

         9円 7銭 

            99円 

 

 

 

11 土砂採取料 

 

区     分 

 

金     額 

 

 １立方メートルまでごとに 

 

 

      61円60銭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



備 考 

 １ 使用料の額が月単位で定められているものに係る使用の期間が１月未満である 

  とき，または使用の期間に１月未満の端数があるときは，これを１月とする。 

２ 占用料の額が年単位で定められているものに係る占用の期間が１年未満である 

   場合または占用の期間に１年未満の端数がある場合における占用料の額は，月割 

   りによって計算する。この場合において，１月未満の端数が生じたときは，これ 

   を１月とする。 

 ３ 外航船舶とは，本邦の港と本邦以外の地域の港を往来する船舶をいう。 

 ４ プレジャーボートの艇の長さは，艇の最先端から最後尾までのメートル実測と 

  し，１メートルは，3.28フィートで計算する。 

 ５ 常時使用とは，１月単位でのけい留をいい，臨時使用とは，１日単位でのけい 

  留をいう。 

 ６ 特定使用とは，電柱，地下埋設物，架空工作物その他これらに類するものを設 

  置するための使用であって，その期間が１月以上のものをいう。 

７ 駐車使用とは，港湾施設の管理業務に従事する職員その他市長が定めるものが 

通勤のための自動車を駐車するために使用することをいう。 

８ 駐車使用の期間の始期または終期が月の中途である場合における当該月の使用 

 料の額は，日割りにより計算し，その額に１円未満の端数があるときは，これを 

 切り捨てる。 

９ 自動車とは，道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号）別表第１に 

  規定する普通自動車，小型自動車（二輪自動車を除く。）および軽自動車（二輪 

  自動車を除く。）をいう。 

 １０  特定給水とは，消費税法（昭和63年法律第108号）第７条第１項第１号または 

  租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第85条第１項の規定に該当する給水をいう。 

 １１ 勤務時間とは，職員の勤務時間に関する条例施行規則（平成３年函館市規則第

    30号）第２条に規定する時間（職員の休日および休暇に関する条例（平成３年函館 

  市条例第４号）第２条第１項に規定する日に係る当該時間を除く。）をいう。 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



〔３〕公有水面埋立免許料 （公有水面埋立法施行令）      

 

 第16条 都道府県知事は，埋立の免許を受けたるものに帰属すべき埋立地の価額の 

  100分の３を埋立の免許料として徴収すべし。 

 ２ 埋立地の価額は埋立の免許の日を標準とし，此隣の土地の価額を参酌して都道 

  府県知事之を認定す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


